
薬剤師研修・認定電子システム（略称：PECS） 

新規・更新申請など について 

《注意》 

・2022年 3月以前に取得した研修受講シールと 2022年 4月以降に電子で取得した単位の両方を 

使って申請される場合は、PECS申請後、別途研修受講シールを貼付した「研修手帳」または 

「研修認定薬剤師研修受講シール整理表」（※1）を日本薬剤師研修センターへ郵送となりま 

すので、紛失されませんようお願いいたします。 

  ※1：研修手帳は令和 3年 2月 28日で販売終了されました。 

「研修認定薬剤師研修受講シール整理表」に研修受講シールを貼付して下さい。 

■「研修認定薬剤師研修受講シール整理表」 →

・PECS申請後にご登録のアドレスにメールが届きます。メールの内容に従って必要書類を 

  日本薬剤師研修センターへ郵送して下さい。 

＜申請から認定までの流れ＞

① PECS（新規または更新）申請

↓ 

日本薬剤師研修センターから「受付完了メール」が届きます。 

② 必要書類（「研修手帳」又は「研修認定薬剤師研修受講シール整理表」など）を送付

  ↓ 

日本薬剤師研修センターに申請に必要な書類などが全て揃ってから約 2．5ヶ月後に審査結果 

が届きます。不備などがある場合はそれ以上に時間を要します。 

＊審査期間中に日本薬剤師研修センターへの照会はご遠慮下さい。 

③ 審査結果メールが届く

↓ 

約 1ヶ月後 

④ 「認定証」が届く

＜研修手帳または研修受講シール整理表など送付先＞ ※PECS申請後、1週間以内に送付 

〒105-0003 

東京都港区西新橋 2丁目 3－1 マークライト虎ノ門 6階 

『公益財団法人 日本薬剤師研修センター 

研修認定薬剤師認定申請受付担当』宛 

※ 説明文(PDF)に添付されている　 をご覧いただく際は、パソコン

にこの説明文(PDF)をダウンロードしてから開くことができます。

※ 開く際は、この説明文をダウン
　 ロードしてからご覧ください。




研修認定薬剤師研修受講シール整理表（取得単位集計表)


取得単位集計表


氏名：


薬剤師名簿登録番号：


１年目 ２年目 ３年目 ４年目＊ 計


開始年月日 　年　　月　　日 　年　　月　　日 　年　　月　　日 　年　　月　　日


終了年月日 　年　　月　　日 　年　　月　　日 　年　　月　　日 　年　　月　　日


集合研修単位
（通信講座研修単位を含める）


実習研修単位


グループ研修単位


自己研修単位


計


＊印欄：新規認定申請時のみ使用
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研修認定薬剤師研修受講シール整理表(単位記録表)
単位記録表 （研修区分ごとに作成すること） ページ（全体を通して付けること）：


氏名：　　　　 薬剤師名簿登録番号：


研修区分※ ： ①集合研修＋通信講座研修、②実習研修、③グループ研修、④自己研修　


研修会主催者名


年 月 日 メモ（研修内容など） 時間 開催場所


１年目


２年目


３年目   　:　～　:


４年目 (　　　)時間


１年目


２年目


３年目   　:　～　:


４年目 (　　　)時間


１年目


２年目


３年目   　:　～　:


４年目 (　　　)時間


１年目


２年目


３年目   　:　～　:


４年目 (　　　)時間


１年目


２年目


３年目   　:　～　:


４年目 (　　　)時間


※印部は、該当のものに○印を付けること。 注：e-ラーニングの研修受講シールは研修区分①とすること


本整理表は、研修認定薬剤師の申請に必須のものです。紛失しないように注意してください。紛失した場合は、再発行できません。
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研修年


区分※


受講年月日 研修会名・課題名
研修受講シール貼付欄 取得単位累計





添付ファイル
1.研修認定薬剤師研修受講シール整理表（取得単位集計表）.pdf

Tanaka
ノート注釈
Tanaka : Unmarked




薬剤師研修・認定電子システム（略称：PECS） 


新規・更新申請など について 


《注意》 


・2022年 3月以前に取得した研修受講シールと 2022年 4月以降に電子で取得した単位の両方を 


使って申請される場合は、PECS申請後、別途研修受講シールを貼付した「研修手帳」または 


「研修認定薬剤師研修受講シール整理表」（※1）を日本薬剤師研修センターへ郵送となりま 


すので、紛失されませんようお願いいたします。 


  ※1：研修手帳は令和 3年 2月 28日で販売終了されました。 


「研修認定薬剤師研修受講シール整理表」に研修受講シールを貼付して下さい。 


■「研修認定薬剤師研修受講シール整理表」 →


・PECS申請後にご登録のアドレスにメールが届きます。メールの内容に従って必要書類を 


  日本薬剤師研修センターへ郵送して下さい。 


＜申請から認定までの流れ＞


① PECS（新規または更新）申請


↓ 


日本薬剤師研修センターから「受付完了メール」が届きます。 


② 必要書類（「研修手帳」又は「研修認定薬剤師研修受講シール整理表」など）を送付


  ↓ 


日本薬剤師研修センターに申請に必要な書類などが全て揃ってから約 2．5ヶ月後に審査結果 


が届きます。不備などがある場合はそれ以上に時間を要します。 


＊審査期間中に日本薬剤師研修センターへの照会はご遠慮下さい。 


③ 審査結果メールが届く


↓ 


約 1ヶ月後 


④ 「認定証」が届く


＜研修手帳または研修受講シール整理表など送付先＞ ※PECS申請後、1週間以内に送付 


〒105-0003 


東京都港区西新橋 2丁目 3－1 マークライト虎ノ門 6階 


『公益財団法人 日本薬剤師研修センター 


研修認定薬剤師認定申請受付担当』宛 


※ 説明文(PDF)に添付されている　 をご覧いただく際は、パソコン


にこの説明文(PDF)をダウンロードしてから開くことができます。


※ 開く際は、この説明文をダウン
　 ロードしてからご覧ください。








研修認定薬剤師研修受講シール整理表（取得単位集計表)



取得単位集計表



氏名：



薬剤師名簿登録番号：



１年目 ２年目 ３年目 ４年目＊ 計



開始年月日 　年　　月　　日 　年　　月　　日 　年　　月　　日 　年　　月　　日



終了年月日 　年　　月　　日 　年　　月　　日 　年　　月　　日 　年　　月　　日



集合研修単位
（通信講座研修単位を含める）



実習研修単位



グループ研修単位



自己研修単位



計



＊印欄：新規認定申請時のみ使用



公益財団法人日本薬剤師研修センター　2021.1











研修認定薬剤師研修受講シール整理表(単位記録表)
単位記録表 （研修区分ごとに作成すること） ページ（全体を通して付けること）：



氏名：　　　　 薬剤師名簿登録番号：



研修区分※ ： ①集合研修＋通信講座研修、②実習研修、③グループ研修、④自己研修　



研修会主催者名



年 月 日 メモ（研修内容など） 時間 開催場所



１年目



２年目



３年目   　:　～　:



４年目 (　　　)時間



１年目



２年目



３年目   　:　～　:



４年目 (　　　)時間



１年目



２年目



３年目   　:　～　:



４年目 (　　　)時間



１年目



２年目



３年目   　:　～　:



４年目 (　　　)時間



１年目



２年目



３年目   　:　～　:



４年目 (　　　)時間



※印部は、該当のものに○印を付けること。 注：e-ラーニングの研修受講シールは研修区分①とすること



本整理表は、研修認定薬剤師の申請に必須のものです。紛失しないように注意してください。紛失した場合は、再発行できません。
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研修年



区分※



受講年月日 研修会名・課題名
研修受講シール貼付欄 取得単位累計








添付ファイル

1.研修認定薬剤師研修受講シール整理表（取得単位集計表）.pdf



Tanaka

ノート注釈

Tanaka : Unmarked







《送付する際の注意》 


ＰＥＣＳ（薬剤師研修・認定電子システム）にて申請後、必要物を送付したときに、一部必要物を送付していない 


ことがわかり再送されても受付けしてもらえません。送付物に不備があった場合は、不許可になります。 


審査料の返金もありませんので、ご注意下さい。 


■ ＰＥＣＳ移行に伴う主な変更点 →


新規申請 手順 
 まずは次の確認事項を確認してから、PECSの認定申請をして下さい。 


確認事項 ① 申請に必要な単位を取得していること。 


●他の認定制度（薬剤師認定制度認証機構の認証を受けた認定制度で研修センター以外のもの）


のシール（単位）の取り扱い：必要単位数の５割（認定の新規取得に必要な単位数４０単位


のうち２０単位までを上限）


確認事項 ② 2022年 3月 31日までの単位（受講シール）は、必ず日本薬剤師研修センター発行の「研修 


      手帳」または「研修認定薬剤師研修受講シール整理表」に受講年月日、主催者等必要事項を 


      記載の上、貼付していること。   


確認事項 ③ 他の認定単位（シール）を使用される場合、シール一枚につき、一通の証明文書が必要に 


なります。 


  《注意》 


2022年 4月 1日以降の単位は、PECSでの新規申請手続きの際、「使用する」を選択してください。 


  この操作を行わない場合には、その単位は計算できません。 


  認定申請に利用する単位がすべて、PECS上に反映されてから、新規申請手続きを行ってください。 


  なお、PECSを介して取得した単位のみで新規申請をする場合、「手帳の単位」欄には、数字の入力を 


しないで下さい。 


■ 新規申請方法の手順はこちら →


更新申請 手順 
認定期間（３年間）が切れる約 2ヶ月前に、PECSに登録されているメールアドレス宛てに PECSから連絡 


が届きます。 


更新申請受付期間以外には更新手続きは出来ません。（更新ボタンが表示されません） 


受付期間（認定期限の 2ヶ月前から 3ヶ月後まで）に更新手続きを行って下さい。 


更新のお知らせが届いたら、次の確認事項を確認してから、PECSの認定申請をして下さい。 


※ 開く際は、この説明文をダウン
　 ロードしてからご覧ください。








PECS移⾏に伴う主な変更点（研修認定薬剤師の認定申請関係）
項⽬ 2021年12⽉まで 2022年１⽉11⽇から 図１



申請⽅法 申請書（書⾯）を送付 PECS利⽤（電⼦的申請） PECSにおける年間の区切り（新規） 2022年１⽉11⽇から



住所地の都道府県研修協議会宛



認定審査料の⽀払 あらかじめ郵便振替で⼊⾦ PECSで提⽰された⽅法で決済  １年⽬  ２年⽬  ３年⽬  ４年⽬



受領証(写)を申請書類に添付 クレジット払⼜はコンビニ払



薬剤師研修⼿帳⼜は研 申請書と同時に送付 PECSで必要事項⼊⼒終了後、



修受講シール整理表 送信されるメールを印刷し、



それとともに送付 認定申請⽇



送付先 住所地の都道府県研修協議会宛 ⽇本薬剤師研修センター宛 認定申請⽇から、時の流れを遡って、１年ごとに区切る



年間の区切 新規 最初の単位取得⽇から起算 認定申請⽇(注)から１年ずつ遡って起算 この場合、申請⽇が半年遅れると、区切りも半年分後ろへ移動する



（図１を参照）  １年⽬  ２年⽬  ３年⽬  ４年⽬



更新 認定期間の初⽇から起算 認定期間の初⽇から起算（変更なし）



（図２を参照）



認定開始⽇ 新規 申請者の希望⽇ 審査が終了し、認定された⽇



更新 認定期間終了⽇の翌⽇ 認定期間終了⽇の翌⽇（変更なし） 認定申請⽇



更新申請期間 認定期間終了⽇の 認定期間終了⽇の 申請が遅れた場合、この部分の取得単位は申請に使⽤できなくなる



 ２か⽉前から１か⽉後まで  ２か⽉前から３か⽉後まで



認定を受けたことのあ （規定なし） 認定期間終了⽇の３か⽉後の翌⽇か 新規認定申請に必要な単位数を取得したら、早期に申請することが肝要です。



る者が再び新規認定申 ら申請可能（認定期間中及び認定期



請する場合 間終了後３か⽉までは申請不可） 図２



認定薬剤師カード 認定申請との同時申込み可能 認定申請とは別に申込み PECSにおける年間の区切り（更新） 変更なし



（IDカード）の申込 （新規申請の場合は認定されてから）



注：認定申請⽇は、認定申請⼿続きをPECSで⾏った⽇です。 １年⽬ ２年⽬ ３年⽬



この表は、変更点の主なものを掲げています。



認定申請必要単位数（新規40単位、更新30単位）、認定期間（新規、更新とも３年間）、



更新に必要な年間最低取得単位数（毎年５単位）など、変更のないものもあります。  新規（あるいは更新）認定⽇








添付ファイル

2.PECS移行に伴う主な変更点.pdf








研修認定薬剤師 新規申請の⼿順



１．薬剤師研修・認定電⼦システムにログインして下さい。
こちらをクリックして下さい。



こちらをクリックして下さい。



以下の画⾯が表⽰されます。



注意！
ＰＥＣＳでの申請は、必ず以下のものが揃った後
で⾏って下さい。また、ＰＥＣＳを介して取得し
た単位が反映されていることも確認して下さい。
−申請前に揃えていただくもの−
・受講シールを貼付し、必要事項を記載した薬剤
師研修⼿帳（または研修受講シール整理表）
※受講シールは、必ず薬剤師研修⼿帳（また
は研修受講シール整理表）に受講年⽉⽇、主
催名等必要事項を記載の上、貼付して下さい。



・他の認定制度の証明⽂書、期間延⻑受理書など
の書類（送付が必要な⽅のみ）



申請に必要な単位数が揃っていない場合や、受講
シール・他の認定制度の証明⽂書（提出が必要な
⽅のみ）など、請求中で⼿元に届いていない場合、
またＰＥＣＳでの取得単位が反映されていない場
合は⼿続きを⾏わないで下さい。申請に必要なも
のは、ＰＥＣＳでの申請後、⼀週間以内に当財団
宛にお送りいただくことになります。
また、以上のものに加え、ＰＥＣＳ申請後に当財
団より送信する受付完了メールを印刷したもの
（Ａ４サイズ程度の⽤紙に、必要事項を記載した
ものでも可）を必ず同封して下さい。











ご⾃⾝のユーザＩＤとパスワードでログインしてください。
（新規登録を⾏っていない場合には、「新規登録の⽅はこちら」からお願いします。
 新規登録の⽅法は、https://www.jpec.or.jp/download/pecs_new_entry202103.pdf
 をご参照ください。）



２．薬剤師研修・認定電⼦システムにログイン後、以下の画⾯が表⽰されます。



こちらをクリックして下さい。











３．研修認定薬剤師 新規を選択して下さい。



こちらをクリックして下さい。
−



注意！
現在、認定は有しているが、更新申請に必要な単数を取得できなかった⽅は、再度新規分として申請することになります。新規として再度申請可能
な時期は、現在の認定期限を３ヵ⽉経過してからになります。３ヵ⽉が経過すると、「新規」のボタンをクリックできるようになります。
※現在、特例措置を設けています、再度新規申請を希望される⽅は、https://www.jpec.or.jp/download/shinkiryuuijikou.pdfを確認して下さい。











４．ＰＥＣＳを介して取得した単位の表⽰



ＰＥＣＳを介して取得した単
位（具体的には２０２２年４
⽉１⽇以降に参加された研修
の単位）については、左図の
ように表⽰されます。申請に
算⼊しない場合は、
「使⽤しない」のラジオボタ
ンを押下して下さい。
ＰＥＣＳを介して取得した単
位がない場合は、左図のよう
な表⽰は出ません。



注意！
ＰＥＣＳを介して取得された単位がシステム上に反映される期間は以下のとおりです。
・集合研修（QRコードで受付されたもの） 1週間後に反映
・学術集会（QRコードで受付されたもの） 1週間後に反映
・ウエブ利⽤研修（集合研修即時配信） 1か⽉後に反映
・ウエブ利⽤研修（学術集会） 1か⽉後に反映
・e‐ラーニング 受講した⽉の翌々⽉までに反映 （例：4⽉中に受講した単位は、まとめて4/30取得分となり、6⽉末までに反映されます。）
・⾃⼰研修、学術集会等発表（講師含む）、学術雑誌論⽂掲載は、審査には2か⽉程度かかります。受理されたら、それぞれの申請を出された⽇での取得単位となりま
す。











５．シールでの単位取得数を⼊⼒して下さい。 ⼿帳または整理表に貼付した単位は、以下
の表のとおり、集合研修または⾃⼰研修の
どちらかに分類し、合算して下さい。
合算の結果、⾃⼰研修欄の単位数が５単位
を超えていてもそのまま⼊⼒して下さい。



⼊⼒欄 集合研修 ⾃⼰研修
⼿帳に貼付した単位



集合研修 ○
実習研修 ○
通信講座研修 ○
⾃⼰研修 ○
グループ研修 ○



６．１年⽬〜４年⽬の期間と単位数を確認して下さい。



研修⼿帳または整理表に貼付した単位数を⼊⼒して下さい。
・新規申請に必要な単位数は、40単位以上です。
・１年⽬〜４年⽬の区分は、申請を⾏っている⽇（本⽇）か
ら１年１年さかのぼります。
（例）２０２２年５⽉１６⽇に申請を⾏った場合
１年⽬：２０１８年５⽉１７⽇〜２０１９年５⽉１６⽇
２年⽬：２０１９年５⽉１７⽇〜２０２０年５⽉１６⽇
３年⽬：２０２０年５⽉１７⽇〜２０２１年５⽉１６⽇
４年⽬：２０２１年５⽉１７⽇〜２０２２年５⽉１６⽇



単位数を⼊⼒後、必ず「計算」をクリックして下
さい。クリックすると次項６で⽰す表にＰＥＣＳ
を介して取得された単位、シールで取得された単
位、が反映されます。



2018/5/17〜2019/5/16



2019/5/17〜2020/5/16



2020/5/17〜2021/5/16



2021/5/17〜2022/5/16
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右にスクロールすると、１〜４年⽬の期間が表⽰されます。



(7)



(10)



(8)
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60 単位数を確認して下さい。 「次へ」をクリックして下さい。



10



20



ＰＥＣＳを介して取得し
た単位が表⽰されます。



60











７．必要事項を⼊⼒して下さい。



研修太郎



※１



ホームページ上の名前掲載希望は、
次の認定申請時まで変更できません。



注意！
⽒名、住所ともに申請後の変更はできません。
姓が変更になっている場合は、先に「個⼈情報変更」メニューより変更して下さい。申請後の変更は反映しておらず、このページの情報にて認定証の印刷、送付を⾏います。



認定証の⽒名は申請時にＰＥＣＳに登録さ
れている⽒名になります。



名前で、機種依存⽂字を使⽤される場合は、申請⼿続き
を開始する前に、予め、正しいお名前を記載したPDF



ファイルを準備してください。
種依存⽂字かどうかが分からない場合でも、⼀点之繞と
⼆点之繞などの違いが気になるときは、PDFファイルを
作成して、「正式な⽒名」に添付してください。
（例：髙、﨑、圡、𠮷、䑺、⻆、𫞏、鄭、祐、祐、鰝、
馰など）。
機種依存⽂字を使⽤しない場合は、添付の必要はありま
せん。



認定証の送付先になります。
ＰＥＣＳ登録住所を表⽰してい
ますので、これ以外の住所に送
付を希望する場合は、変更して
下さい（後⽇の変更はできませ
ん）。











⽀払い⽅法を選択後、「次へ」をクリックして下さい。
審査料は１１，０００円です。



審査料の⽀払⽅法を選択して下さい。



注意！
当財団独⾃の領収書は発⾏いたしません。利⽤されたクレジット会社の利⽤明細、
またはコンビエンスストアで発⾏された領収書を以て当財団の領収書とします。
クレジットカードを利⽤された場合、認定証が交付されましたら、認定証とクレ
ジットカードの利⽤明細を組み合わせ、審査料が⽀払われたことの確証として下
さい。申請後、審査料⽀払い⽅法の変更はできません。
（参考）特定商取引法に基づく表記
http://www.jpec.or.jp/information/law.html



注意！
クレジットカード決済の場合には、
ブラウザーの戻るボタンは使⽤しな
いでください。決裁エラーになる可
能性があります。











・⽣涯学習⾃⼰診断⼊⼒を⾏って下さい。
・⼊⼒は必須です。ただし、点数の⼤⼩が認定審査に影響することはありません。
・現在薬剤師として勤務していない⽅は、前職や、今後就く勤務先を想定して⼊⼒して下さい。



全て⼊⼒・計算後、「次へ」をクリックして下さい。



全項⽬について、⼊⼒して下さい。



⼊⼒後、「計算」をクリックして下さい。



3



2



5











８．⼊⼒した情報を確認して下さい。



クレジットの⽅は⼊⼒画⾯があります。最後まで⼊⼒情報を確認して下さい。
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９．「申請」をクリックして下さい。



１０．⼿帳または必要物の送付
  ⽀払⼿続き完了後、「研修認定薬剤師制度 認定申請の受付完了について」メールが送信されます。申請にはメールに記載
  された情報が必要です。案内に則り、研修⼿帳や認定申請時に提出が規定されている書類を送付して下さい。
  送付物に不備があった場合は不許可になります。審査料の返⾦はできません。
  また、送付後、不備が発覚したとしても追加の送付は受付ません。



確認後、「申請」をクリックして下さい。
申請ボタンをクリックすると、申請が完了し、変更
や、取消はできません。申請条件を満たしているか
確認して下さい。



【⼿帳等必要物の送付先】



公益財団法⼈⽇本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師認定申請受付 担当宛



〒105‐0003 東京都港区⻄新橋２丁⽬３−１ マークライト⻁ノ⾨６階



・クレジットの場合は、即時決済です。「申請」を押すと⼿続きが終了します。
・コンビニ決済を選択された場合は表⽰している「⽀払期限⽇」までに指定したコンビニで⽀払って下さい。
・コンビニ決済の際には、「決済ベンダ受付番号」（⼊⾦⽤の番号）が必要です。これらはメールで⾃動通
知されますが、分からなくなっても再通知することはできません。画⾯を印刷して下さい。
コンビニ決済で、⽀払期限⽇までに⽀払いができなかったときは、申請は無効になります（復活できません）。
・お⽀払いいただいた審査料は返却いたしません。



訂正する場合は、「戻る」をク
リックして下さい。











１１．認定薬剤師カード（ＩＤカード）について
認定薬剤師カード（ＩＤカード）は認定が確定した後、別途の申込みになります。認定申請と同時に申し込むことは出来ません。
認定確定後、ＰＥＣＳにログインし、「ＩＤカード発⾏申請」から申し込みを⾏って下さい。



認定確定後、こちらをクリックして下さい。



認定薬剤師カード（ＩＤカード）は申込⽇における認定情報で作成します。
このため、新たな認定期間の認定薬剤師カード（ＩＤカード）の作成を希望する場合は、必ず認定確定
メールまたは認定証到着後に申し込みを⾏って下さい。








添付ファイル

3.研修認定薬剤師新規申請の手順.pdf







確認事項 ① 申請に必要な単位を取得していること。 


●他の認定制度（薬剤師認定制度認証機構の認証を受けた認定制度で研修センター以外のもの）


のシール（単位）の取り扱い：必要単位数の５割（認定の更新取得に必要な単位数３０単位


のうち１５単位までを上限）


●単位が足りず更新申請ができない場合は、再び新規認定申請することになります。その場合は、


認定期間終了日の 3 ヶ月後の翌日から申請が可能となります（認定期間中及び認定期間 3 ヶ月


までは新規の申請不可）


確認事項 ② 2022年 3月 31日までの単位（受講シール）は、必ず日本薬剤師研修センター発行の「研修 


手帳」または「研修認定薬剤師研修受講シール整理表」に受講年月日、主催者等必要事項を 


記載の上、貼付していること。 


確認事項 ③ 他の認定単位（シール）を使用される場合、シール一枚につき、一通の証明文書が必要に 


      なります。 


 《注意》 


2022年 4月 1日以降の単位は、PECSでの新規申請手続きの際、「使用する」を選択してください。 


  この操作を行わない場合には、その単位は計算できません。 


  認定申請に利用する単位がすべて、PECS上に反映されてから、更新申請手続きを行ってください。 


■ 更新申請方法の手順はこちら →


■ 認定期間延長のお届けをされた方へ →


自己研修や講師等の単位申請について 
  講師等（自己研修含む）の単位申請に関しても、各自 PECSでの手続きが必要です。 


※講師の単位申請には条件があります。 


・講義時間が３０分以上のもののみ。 


・講義内容についても制限が設けられていますので、ご注意ください。 


申請料  ⇒ 一律 1,100円


審査期間 ⇒ 申請登録と申請料納入完了後、2か月程かかります。 


  ＊審査承認通知は PECSで登録されたメールアドレスへ送信されます。 


※なお、申請は講習会終了後に行ってください。事前の申請は単位として認められません。 


■ 詳細や申請方法はこちら →


※ 開く際は、この説明文をダウン
　 ロードしてからご覧ください。








研修認定薬剤師 更新申請の⼿順



１．薬剤師研修・認定電⼦システムにログインして下さい。 こちらをクリックして下さい。



こちらをクリックして下さい。



以下の画⾯が表⽰されます。



注意！
ＰＥＣＳでの申請は、必ず以下のものが揃った後
で⾏って下さい。また、ＰＥＣＳを介して取得し
た単位が反映されていることも確認して下さい。
−申請前に揃えていただくもの−
・受講シールを貼付し、必要事項を記載した薬剤
師研修⼿帳（または研修受講シール整理表）



※受講シールは、必ず薬剤師研修⼿帳（また
は研修受講シール整理表）に受講年⽉⽇、主
催名等必要事項を記載の上、貼付して下さい。



・他の認定制度の証明⽂書、期間延⻑受理書など
の書類（送付が必要な⽅のみ）



申請に必要な単位数が揃っていない場合や、受講
シール・他の認定制度の証明⽂書（提出が必要な
⽅のみ）など、請求中で⼿元に届いていない場合、
またＰＥＣＳでの取得単位が反映されていない場
合は⼿続きを⾏わないで下さい。申請に必要なも
のは、ＰＥＣＳでの申請後、⼀週間以内に当財団
宛にお送りいただくことになります。
また、以上のものに加え、ＰＥＣＳ申請後に当財
団より送信する受付完了メールを印刷したもの
（Ａ４サイズ程度の⽤紙に、必要事項を記載した
ものでも可）を必ず同封して下さい。











ご⾃⾝のユーザＩＤとパスワードでログインしてください。
（新規登録を⾏っていない場合には、「新規登録の⽅はこちら」からお願いします。
 新規登録の⽅法は、https://www.jpec.or.jp/download/pecs_new_entry202103.pdf
 をご参照ください。）



２．薬剤師研修・認定電⼦システムにログイン後、以下の画⾯が表⽰されます。



こちらをクリックして下さい。



注意！
・新規登録後、現在所有されている認定情報がＰＥＣＳに移⾏されるまで2⽇程度か
かります。このため更新申請は新規登録後から3⽇以上経過した後、更新ボタンが表
⽰されている事を確認してから、更新申請を⾏ってください
・薬剤師名簿登録番号、薬剤師名簿登録年⽉⽇、⽣年⽉⽇が正しく⼊⼒されていない
場合、認定情報が正確に移⾏されないのでご注意下さい。











３．研修認定薬剤師 更新を選択して下さい。



こちらをクリックして下さい。−



注意！
１．更新申請受付期間は、認定期限の２ヵ⽉前から３ヵ⽉後までです（上記例の場合は、２０２２年３⽉１６⽇から２０２２年８⽉１５⽇まで）。受付期間外
は、「更新」の表⽰は出ません。
２．現在の認定期間中に、更新申請に必要な単位が取得できなかった場合、再度、新規分として申請することになります。
新規として再度申請可能な時期は、現在の認定期限を３ヵ⽉経過してからになります（上記例の場合は、２０２２年８⽉１６⽇から）。
※現在、特例措置を設けています、再度新規申請を希望される⽅は、https://www.jpec.or.jp/download/shinkiryuuijikou.pdfを確認して下さい。



2022/5/15











４．ＰＥＣＳを介して取得した単位の表⽰



ＰＥＣＳを介して取得した単
位（具体的には２０２２年４
⽉１⽇以降に参加された研修
の単位）については、左図の
ように表⽰されます。申請に
算⼊しない場合は、
「使⽤しない」のラジオボタ
ンを押下して下さい。
ＰＥＣＳを介して取得した単
位がない場合は、左図のよう
な表⽰は出ません。



注意！
ＰＥＣＳを介して取得された単位がシステム上に反映される期間は以下のとおりです。
・集合研修（QRコードで受付されたもの） 1週間後に反映
・学術集会（QRコードで受付されたもの） 1週間後に反映
・ウエブ利⽤研修（集合研修即時配信） 1か⽉後に反映
・ウエブ利⽤研修（学術集会） 1か⽉後に反映
・e‐ラーニング 受講した⽉の翌々⽉までに反映 （例：4⽉中に受講した単位は、まとめて4/30取得分となり、6⽉末までに反映されます。）
・⾃⼰研修、学術集会等発表（講師含む）、学術雑誌論⽂掲載は、審査には2か⽉程度かかります。受理されたら、それぞれの申請を出された⽇での取得単位となりま
す。
研修認定薬剤師のご申請は、全ての単位がシステム上に反映された後に⾏って下さい。











５．シールでの単位取得数を⼊⼒して下さい。 ⼿帳または整理表に貼付した単位は、以下
の表のとおり、集合研修または⾃⼰研修の
どちらかに分類し、合算して下さい。
合算の結果、⾃⼰研修欄の単位数が５単位
を超えていてもそのまま⼊⼒して下さい。



⼊⼒欄 集合研修 ⾃⼰研修
⼿帳に貼付した単位



集合研修 ○
実習研修 ○
通信講座研修 ○
⾃⼰研修 ○
グループ研修 ○



６．１年⽬〜３年⽬の期間と単位数を確認して下さい。



単位数を確認して下さい。 「次へ」をクリックして下さい。



研修⼿帳または整理表に貼付した単位数を⼊⼒して下さい。
・更新申請に必要な単位数は、合計で３０単位以上、各年５
単位以上です。
・１年⽬〜３年⽬の区分は、現在の認定期間の認定開始⽇か
ら１年１年区切ります。
（例）２０１９年５⽉１６⽇から認定期間が始まっている



場合
１年⽬：２０１９年５⽉１６⽇〜２０２０年５⽉１５⽇
２年⽬：２０２０年５⽉１６⽇〜２０２１年５⽉１５⽇
３年⽬：２０２１年５⽉１６⽇〜２０２１年５⽉１５⽇



右にスクロールすると、１〜３年⽬の期間が表⽰されます。



30



ＰＥＣＳ稼働前に認定期間延⻑のお届けを出された⽅は、
「ＰＥＣＳ稼働前に認定期間延⻑のお届けを出された⽅へ」
をご確認下さい。



2019/5/16〜2020/5/15



単位数を⼊⼒後、必ず「計算」をクリックして下
さい。クリックすると次項６で⽰す表にＰＥＣＳ
を介して取得された単位、シールで取得された単
位、が反映されます。



2020/5/16〜2021/5/15



2021/5/16〜2022/5/1520 32
ＰＥＣＳを介して取得し
た単位が表⽰されます。
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７．必要事項を⼊⼒して下さい。



研修太郎



※１



ホームページへの名前掲載希望は、
次の認定申請時まで変更できません。



認定証の送付先になります。
ＰＥＣＳ登録住所を表⽰してい
ますので、これ以外の住所に送
付を希望する場合は、変更して
下さい（後⽇の変更はできませ
ん）。



認定証の⽒名は申請時にＰＥＣＳに登録さ
れている⽒名になります。



名前で、機種依存⽂字を使⽤される場合は、申請⼿続き
を開始する前に、予め、正しいお名前を記載したPDF



ファイルを準備してください。
種依存⽂字かどうかが分からない場合でも、⼀点之繞と
⼆点之繞などの違いが気になるときは、PDFファイルを
作成して、「正式な⽒名」に添付してください。
（例：髙、﨑、圡、𠮷、䑺、⻆、𫞏、鄭、祐、祐、鰝、
馰など）。
機種依存⽂字を使⽤しない場合は、添付の必要はありま
せん。



注意！
⽒名、住所ともに申請後の変更はできません。
姓が変更になっている場合は、先に「個⼈情報変更」メニューより変更して下さい。申請後の変更は反映しておらず、このページの情報にて認定証の印刷、送付を⾏います。











審査料の⽀払⽅法を選択して下さい。



⽀払い⽅法を選択後、「次へ」をクリックして下さい。
審査料は１１，０００円です。



注意！
当財団独⾃の領収書は発⾏できません。利⽤されたクレジット会社の利⽤明細、
またはコンビエンスストアで発⾏された領収書を以て当財団の領収書とします。
クレジットカードを利⽤された場合、認定証が交付されましたら、認定証とクレ
ジットカードの利⽤明細を組み合わせ、審査料が⽀払われたことの確証として下
さい。申請後、審査料⽀払い⽅法の変更はできません。
（参考）特定商取引法に基づく表記
http://www.jpec.or.jp/information/law.html



注意！
クレジットカード決済の場合には、
ブラウザーの戻るボタンは使⽤しな
いでください。決裁エラーになる可
能性があります。











・⽣涯学習⾃⼰診断⼊⼒を⾏って下さい。
・⼊⼒は必須です。ただし、点数の⼤⼩が認定審査に影響することはありません。
・現在薬剤師として勤務していない⽅は、前職や、今後就く勤務先を想定して⼊⼒して下さい。



全て⼊⼒・計算後、「次へ」をクリックして下さい。



全項⽬について、⼊⼒して下さい。



⼊⼒後、「計算」をクリックして下さい。
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８．⼊⼒した情報を確認して下さい。



クレジットの⽅は⼊⼒画⾯があります。最後まで⼊⼒情報を確認して下さい。
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確認後、「申請」をクリックして下さい。
申請ボタンをクリックすると、申請が完了し、変更
ができません。申請条件を満たしているか確認して
下さい。











9．「申請」をクリックして下さい。



１０．⼿帳または必要物の送付
  ⽀払⼿続き完了後、「研修認定薬剤師制度 認定申請の受付完了について」メールが送信されます。申請にはメールに記載
  された情報が必要です。案内に則り、研修⼿帳や認定申請時に提出が規定されている書類を送付して下さい。
  送付物に不備があった場合は不許可になります。審査料の返⾦はできません。
  また、送付後、不備が発覚したとしても追加の送付は受付ません。



【⼿帳等必要物の送付先】



公益財団法⼈⽇本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師認定申請受付 担当宛



〒105‐0003 東京都港区⻄新橋２丁⽬３−１ マークライト⻁ノ⾨６階



訂正する場合は、「戻る」をクリッ
クして下さい。



・クレジットの場合は、即時決済です。「申請」を押すと⼿続きが終了します。
・コンビニ決済を選択された場合は表⽰している「⽀払期限⽇」までに指定したコンビニで⽀払って下さい。
・コンビニ決済の際には、「決済ベンダ受付番号」（⼊⾦⽤の番号）が必要です。これらはメールで⾃動通
知されますが、分からなくなっても再通知することはできません。画⾯を印刷して下さい。
コンビニ決済で、⽀払期限⽇までに⽀払いができなかったときは、申請は無効になります（復活できません）。
・お⽀払いいただいた審査料は返却いたしません。



確認後、「申請」をクリックして下さい。
申請ボタンをクリックすると、申請が完了し、変更
や、取消はできません。申請条件を満たしているか
確認して下さい。











１１．認定薬剤師カード（ＩＤカード）について
認定薬剤師カード（ＩＤカード）は認定が確定した後、別途の申込みになります。認定申請と同時に申し込むことは出来ません。
認定確定後、ＰＥＣＳにログインし、「ＩＤカード発⾏申請」から申し込みを⾏って下さい。



認定確定後、こちらをクリックして下さい。



認定薬剤師カード（ＩＤカード）は申込⽇における認定情報で作成します。
このため、新たな認定期間の認定薬剤師カード（ＩＤカード）の作成を希望する場合は、必ず認定確定
メールまたは認定証到着後に申し込みを⾏って下さい。








添付ファイル

4.研修認定薬剤師更新申請の手順.pdf








認定期間延⻑のお届けを出された⽅へ



ＰＥＣＳ稼働前に認定期間延⻑のお届けを出された⽅は、以下の点についてご注意下さい。



単位⼊⼒時には、「期間延⻑受理後の認定期間」に則り、取得単位数を⼊⼒して下さい。



（例）元々の認定期間が、２０１８年１⽉１６⽇〜２０２１年１⽉１５⽇の⽅で、1年⽬を１年間延⻑した場合。



元々の認定期間 期間延⻑受理後の認定期間
１年⽬ ２０１８年１⽉１６⽇〜２０１９年１⽉１５⽇ ２０１８年１⽉１６⽇〜２０２０年１⽉１５⽇
２年⽬ ２０１９年１⽉１６⽇〜２０２０年１⽉１５⽇ ２０２０年１⽉１６⽇〜２０２１年１⽉１５⽇
３年⽬ ２０２０年１⽉１６⽇〜２０２１年１⽉１５⽇ ２０２１年１⽉１６⽇〜２０２２年１⽉１５⽇



ＰＥＣＳ上の期間表⽰にかかわらず、期間延⻑を受理した
期間（受理書に記載しています）で単位を計算し、⼊⼒し
て下さい。



元々は上記期間で延⻑された⽅も、ＰＥＣＳでは、⼀律３年⽬の期間が延⻑された形で表⽰されます。



右にスクロールすると、１〜３年⽬の
期間が表⽰されます。



2018/1/16〜2019/1/15



2019/1/16〜2020/1/15



2020/1/16〜2022/1/15



ＰＥＣＳにおいては、⼀律３年⽬
が延⻑された形で表⽰されますが、
取得単位の確認は、
・ＰＥＣＳ稼働前にお送りした期
間延⻑受理書に則り計算します。



なお、申請の際は、必要物の他、
期間延⻑受理書の写しを同封して
下さい。
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【注意】「薬剤師研修・認定電子システム」（以下「PECS」といいます）に個人情報を登録している



ことが必要です。一旦、申請され審査中となったものの修正はお受けできません。十分確認の上、



申請してください。 



なお、申請にあたって、特に下記事項にご留意ください。 



・申請可能な範囲は、下記のとおりです。 



 ①自己研修：教材を利用して、個人による学習又は複数人による学習会として行い、その結果を各個



人が自己研修報告書として提出するもの。 



 自己研修の教材は、薬学、薬事若しくは薬剤師業務に関する書籍、DVD（テレビ放映番組は含まな



い。）又は学会誌（ただし、集合研修、ウエブ利用研修（集合研修即時配信）又はe-ラーニング研修



のテキスト及び学術集会又はウエブ利用研修（学術集会）の要旨集は含まない。）。このほか、当財



団の研修認定薬剤師制度の研修会実施機関として登録されていない団体が行う学術集会の要旨集とし



ます。 



 また、複数人による学習会及び説明者の説明の下に行う施設等の見学（ただし、当財団の研修認定薬



剤師制度の研修会実施機関が行う学習会及び見学を除く。）は、自己研修として申請することができ



ます。 



 ②学術集会等発表：学術集会（学会名鑑掲載の学会）における発表者（共同発表者は除く）。 



 ③学術雑誌論文掲載：学会誌（学会名鑑掲載の学会）に筆頭執筆者として掲載されたもの。 



 ④講師：講義時間が30分以上のものに限ります。 



 なお、上記、②、③、④の報告にあたっては、申請時から遡って4年以内のものとします。 



・審査により合格と判断された後、１報告書につき１単位とし、 申請日付けで単位付与となります。 



・審査料は、1申請（1報告書）あたり一律1,100円（税込）です。 



・審査にあたっては、申請登録と審査料納入完了後、2ヶ月程度はお待ちください（審査結果メールが



送信されます。審査結果を確認してください）。  



・次に掲げるものは認められません。  



 ①明らかに、薬学、薬事又は薬剤師に関わらない内容のもの 



 ②物品の宣伝・販売に関するもの 



 ③物品の販売促進方法に関するもの 



 ④ゲーム的要素を取り入れたもの 



 ⑤特別な物品等を購入しなければ、研修内容を実践できないもの 



 ⑥書籍、説明書、概要書などに記載されている事項についての単なる紹介又は解説に過ぎないもの 



 ⑦内容が会議的要素の強いものあるいは情報共有を目的とするもの 



 ⑧団体の概要説明・活動紹介、団体からの連絡事項など情報の伝達に過ぎないもの 



 ⑨語学研修 



※次ページからのサンプル画面を参照し、申請してください。 



「薬剤師研修・認定電子システム」（通称：PECS）による 



自己研修等の単位請求方法について 











PECSに個人情報を登録（1回のみ）していない方は下記サイトから登録して下さい。 



登録済の方は次頁（単位請求手順）へ進んで下さい。 



当財団ホームページの右上「薬
剤師研修支援システム」を押下
して下さい。 



「薬剤師のPECS登録・ログインは
こちらから」の「薬剤師用入口」を
押下して下さい。 



登録方法の詳細については「登録方
法（PDF）」で確認できます。 



「新規登録の方はこちらから」から登録して下
さい。 



【注意１】ユーザIDやパスワードは当財団に問
い合わせされましてもお答えできません。これ
らは紛失したり忘れたりしないよう厳重に管理
して下さい。 



【注意2】登録するメールアドレスについて
は、当財団から送信されるメール（＠以下が
「jpec.or.jp」となっているメール）を確実に受
信できる設定にして下さい。理由に依らず、
メールを確認されなかった場合に生じた不都合
に対して、当財団では責任を負いません。 











①PECSの自身のページにログインし、



「レポート提出」を押下して下さい。 



②提出手順をよく読み、「報告の種類」から
単位請求しようとしている分類を選択して下
さい。分類は以下の通りです。どれに該当す
るかは、自身で各制度の実施要領を確認し、
判断して下さい。 
選択した種類のテンプレートをダウンロード
して下さい。 
 
＜研修認定薬剤師制度の単位として申請するもの＞ 
様式50_研修認定 自己研修報告 
様式51_研修認定 学術集会等発表 
様式52_研修認定 学術雑誌論文掲載 
様式53_研修認定 講師 
 
＜漢方薬・生薬認定薬剤師制度の単位として申請する 
 もの＞ 
様式60_漢方・生薬認定 自己研修報告 
様式61_漢方・生薬認定 学術集会等発表 
様式62_漢方・生薬認定 学術雑誌論文掲載 
様式63_漢方・生薬認定 講師 



＜単位請求手順＞ 



よく読む！ 



【注意】誤った種類を選択したり様式を誤ったりした場合、単位交付は認められません。 
 また、一旦、研修認定薬剤師制度の単位として申請し、単位交付されたものを、後に漢方薬・生薬  
 認定薬剤師制度の単位に変更すること、その逆の場合も受け付けられません。ご自身で各制度の実



施要領をよく確認して下さい。またテンプレート（様式）は変更される場合もありますので、テン
プレートは単位請求の都度ここからダウンロードするようにして下さい。 



③作成した報告書をPDF化して下さい。左の例は



WindowsのパソコンでWordで作成した報告を



PDF化する例です。 



「印刷」で「Microsoft Print to PDF」を選択



し、「印刷」を押下して下さい。ファイルはデスク



トップなど任意の場所に保管して下さい。なお、



ファイルサイズは1Mに収める必要があります。 



様式51、52、53及び様式61、62、63の場合は



次に記載するPDFファイルも準備し、１つのPDF



にまとめて下さい。（ファイルサイズは1Mに収め



るようにして下さい） 



 











＜様式50、60の場合の記載事項の留意点＞ 



＊特に「教材の名称及びその発行者名」欄の記載は必須です。記載がない場合は不合格となり
ます。 



 学習会の場合は、「教材の名称及びその発行者名」欄に、開催場所及び学習会の主宰者名、
見学の場合は、「教材の名称及びその発行者名」欄に、見学した施設の名称並びに説明者名
及びその所属を記載してください。 



＜様式51、52、53及び様式61、62、63の場合に付すPDFについて＞ 



＊ファイルサイズを1M以内にする必要があるため、カラーの必要はありません。添付がない
場合は不合格となります。 



【様式51、61の場合】当該学術集会の要旨集（学術集会名、開催日および筆頭発表者である
ことが判る発表要旨。当該学術集会に係るホームページからダウンロードして印刷したもの
を含む ）若しくは、開催日および演題が判る主催者発行の発表証明書 



【様式52、62の場合】学会誌の表紙・奥付および当該論文の最初のページ（但し、論文表
題、筆頭者としての自身の名前およびサマリーが記載されていることが必要） 



【様式53、63の場合】当該集合研修会の研修会名、開催日、講演時間、演題及び講師である
ことが判るもの。当該集合研修会に係るホームページからダウンロードして印刷したものを
含む 。若しくは、開催日および講演時間、演題が判る主催者発行の講師証明書  



※作成した報告書をPDF化した際に、万一、複数のPDFに分かれてしまった場合、１つの



PDFにまとめる方法としては、無料のPDF結合ソフトがありますので、自身でホームペー



ジ等でご確認の上、対応してください。なお、PDFの合計ファイルサイズは1Mに収めるよ



うにして下さい。 



④改めてPECSの自身のページにロ
グインし、手順②と同じページを開
いて下さい（「報告の種類」を間違
えないように！） 
「表題」には様式に記載した表題と
同じ表題を記入し、「ファイルの選
択」で自身で作成・保存したPDF
ファイルを選択して下さい。 



画面をスクロールし、申請料の支払
い方法を選択し、「次へ」を押下し
て下さい。 



スクロール 



間違えないように！ 











⑤確認画面が表示されます。画面下の 



「申請」を押下して下さい。 



⑥右図のような画面になります。クレジット



の場合は即時決済です。コンビニ決済を選択



された場合は表示されている「支払期限日」



までに指定したコンビニでお支払い下さい。 



コンビニ決済の際には表示されている「受付番号」が必要です。これらはメールでも自動通知



されますが、分からなくなっても再通知することはできませんので、念のためにこの画面も印



刷するなど各自対応して下さい。 



⑦支払いが完了すると左図のようなメールが自動送信



されます。但しコンビニ決済の場合、メール送信まで



相当日数を要する場合があります。その間入金状況を



問合せされてもお答えできませんのでご了承下さい。 



審査結果は下のようなメールで自動通知されます（審



査の進捗状況は次の方法で確認できますので、個別に



お問い合わせされてもお答えは致しません）。 











＜審査進捗状況確認手順＞ 



⑧PECSの自身のページにログインし、「受講履



歴一覧」を押下、「研修会種別」で、②で選択し



た種類と同じ種別を選択し、画面下の「検索」を



押下して下さい。 



進捗状況はここに表示
さ れ ま す。「合 格」の
場合に単位付与されて
います。 



単位付与日はここに



表示されている日付



（報告書提出日）に



なります。発表日、



論文掲載日、学習し



た日、研修会に参加



した日などではあり



ません。 
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研修認定薬剤師 認定薬剤師カード（ＩＤカード）発行申請について 


新たな認定期間の認定薬剤師カード（ＩＤカード）の作成を希望する場合は、必ず認定確定メール 


または認定証到着後に申し込んで下さい。 


■ 認定薬剤師カードの発行手順はこちら →


問い合わせ先 
ご不明な点がございましたら、下記、日本薬剤師研修センターの専用窓口までメールにて 


お問い合わせ下さい。 


お問い合わせの前に、日本薬剤師研修センターホームページに掲載されている「認定手続き 


等の電子化（お知らせ）」、「よくある質問」をよくお読み下さい。多く寄せられるご質問 


と回答も掲載されています。  


※記載されている内容については回答されませんので、ご注意下さい。 


日本薬剤師研修センターホームページ： https://www.jpec.or.jp/ 


《日本薬剤師研修センターPECS 専用窓口》 


  pecs-info@jpec.or.jp 


■お問い合わせに必要な情報


○必須 ①件名 ②お問い合わせの内容 ③氏名（フルネーム）と、氏名フリガナ


○任意 ①薬剤師免許番号


②郵便番号と住所（※勤務先の場合はその名称まで含めて記載してください）


③電話番号（※市外局番から、日中確実に連絡が取れる番号）


その他 
・京都府薬剤師会ホームページでは、会員専用サイト→生涯学習館例（PECS・JSHP等情報） 


→PECS情報 に主に日本薬剤師研修センターからの情報をピックアップして掲載しています。 


※ 開く際は、この説明文をダウン
　 ロードしてからご覧ください。



https://www.jpec.or.jp/

mailto:pecs-info@jpec.or.jp






研修認定薬剤師 認定薬剤師カード（ＩＤカード）発⾏申請の⼿順



・認定薬剤師カード（ＩＤカード）は申込⽇における認定情報で作成します。



・このため、新たな認定期間の認定薬剤師カード（ＩＤカード）の作成を希望する場合は、必ず認定確定メールまたは認定証到着後に申し込んで下さい。



・ID カードに記載するお名前に、機種依存⽂字を使⽤される場合には、予め、正しいお名前を記載したPDF ファイルをご準備ください
（例えば、髙や﨑、圡、𠮷、䑺、⻆、𫞏、鄭、祐、祐、鰝、馰などの⽂字です）。
機種依存⽂字かどうかが分からない場合でも、⼀点之繞と⼆点之繞などの違いが気になる⽅は、PDF ファイルを作成して、ID カード申請の際に添付
するようにしてください。



・予めID カードに印刷する顔写真（無帽、上半⾝、背景無地、サングラス不可）と、ご本⼈確認書類（証明証の写し）をJPEG ファイル（ファイル上限
1 メガバイト）でご準備ください。



・証明証の写し（以下のうちいずれか１つ）
○ 運転免許証の写し
○ ⽇本国旅券（写真が貼ってあるページ）の写し
○ 公の機関が発⾏した証明書等（写真が貼ってあるもの）の写し
（例：マイナンバーカードの写真が印刷されている側の写し）











薬剤師研修・認定電⼦システムにログインして下さい。 こちらをクリックして下さい。



こちらをクリックして下さい。



以下の画⾯が表⽰されます。











ご⾃⾝のユーザＩＤとパスワードでログインしてください。
（新規登録を⾏っていない場合には、「新規登録の⽅はこちら」からお願いします。
 新規登録の⽅法は、https://www.jpec.or.jp/download/pecs_new_entry202103.pdf
 をご参照ください。）



薬剤師研修・認定電⼦システムにログイン後、以下の画⾯が表⽰されます。



こちらをクリックして下さい。



注意！
・新規登録後、現在所有されている認定情報がＰＥＣＳに移⾏されるまで１⽇程度
かかります。このため申請は新規登録後から１⽇以上経過した後に⾏って下さい。
・薬剤師名簿登録番号、薬剤師名簿登録年⽉⽇、⽣年⽉⽇が正しく⼊⼒されていな
い場合、認定情報が正確に移⾏されないのでご注意下さい。











研修認定薬剤師のＩＤカード発⾏申請を選択して下さい。



こちらをクリックして下さい。



認定薬剤師カード（ＩＤカード）の送付
先になります。
ＰＥＣＳ登録住所を表⽰していますので、
これ以外の住所に送付を希望する場合は、
変更して下さい（後⽇の変更はできませ
ん）。



研修太郎



注意！
⽒名、住所ともに後⽇の変更はできません。
姓が変更になっている場合は、先に「個⼈情報変更」メニューより変更して下さい。このページの情報に
てIDカードの発⾏、送付を⾏います。











「顔写真」「証明書の写し」と、「正式な⽒名（必要な場合のみ）」を添付して下さい。



名前で、機種依存⽂字を使⽤される場合は、認定薬剤師カード申請⼿続きを開始する前に、予め、正
しいお名前を記載したPDFファイルを準備してください。
種依存⽂字かどうかが分からない場合でも、⼀点之繞と⼆点之繞などの違いが気になるときは、PDF



ファイルを作成して、「正式な⽒名」に添付してください。
機種異存⽂字を使⽤しない場合は、添付の必要はありません。（例：髙、﨑、圡、𠮷、䑺、⻆、𫞏、
鄭、祐、祐、鰝、馰など）
機種異存⽂字を使⽤しない場合は、添付の必要はありません。



注意！
当財団独⾃の領収書は発⾏できません。利⽤されたクレジット会社の利⽤明細、
またはコンビエンスストアで発⾏された領収書を以て当財団の領収書とします。
クレジットカードを利⽤された場合、認定薬剤師カード（ＩＤカード）が交付
されましたら、認定薬剤師カード（ＩＤカード）とクレジットカードの利⽤明
細を組み合わせ発⾏料が⽀払われたことの確証として下さい。お申込後、⽀払
い⽅法の変更はできません。
（参考）特定商取引法に基づく表記
http://www.jpec.or.jp/information/law.html



注意！
クレジットカード決済の場合には、ブラウザーの戻るボタンは
使⽤しないでください。決裁エラーになる可能性があります。











研修認定薬剤師のＩＤカード発⾏申請を⾏って下さい。



送付先を再度確認して下さい。
発⾏申請料は、１，５４０円です。



研修太郎











こちらをクリックして下さい。



クレジットの場合は、即時決済です。「申請」を押すと⼿続きが終了します。
コンビニ決済を選択された場合は表⽰している「⽀払期限⽇」までに指定したコンビニで⽀払って下さい。
コンビニ決済の際には、「決済ベンダ受付番号」（⼊⾦⽤の番号）が必要です。これらはメールで⾃動通知されますが、分から
なくなっても再通知することはできません。画⾯を印刷して下さい。
コンビニ決済で、⽀払期限⽇までに⽀払いができなかったときは、申請は無効になります（復活できません）。














添付ファイル

7.研修認定薬剤師認定薬剤師カード発行申請の手順.pdf









添付ファイル
PECS　新規・更新など申請について.pdf
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ノート注釈
Tanaka : Unmarked



《送付する際の注意》 

ＰＥＣＳ（薬剤師研修・認定電子システム）にて申請後、必要物を送付したときに、一部必要物を送付していない 

ことがわかり再送されても受付けしてもらえません。送付物に不備があった場合は、不許可になります。 

審査料の返金もありませんので、ご注意下さい。 

■ ＰＥＣＳ移行に伴う主な変更点 →

新規申請 手順 
 まずは次の確認事項を確認してから、PECSの認定申請をして下さい。 

確認事項 ① 申請に必要な単位を取得していること。 

●他の認定制度（薬剤師認定制度認証機構の認証を受けた認定制度で研修センター以外のもの）

のシール（単位）の取り扱い：必要単位数の５割（認定の新規取得に必要な単位数４０単位

のうち２０単位までを上限）

確認事項 ② 2022年 3月 31日までの単位（受講シール）は、必ず日本薬剤師研修センター発行の「研修 

      手帳」または「研修認定薬剤師研修受講シール整理表」に受講年月日、主催者等必要事項を 

      記載の上、貼付していること。   

確認事項 ③ 他の認定単位（シール）を使用される場合、シール一枚につき、一通の証明文書が必要に 

なります。 

  《注意》 

2022年 4月 1日以降の単位は、PECSでの新規申請手続きの際、「使用する」を選択してください。 

  この操作を行わない場合には、その単位は計算できません。 

  認定申請に利用する単位がすべて、PECS上に反映されてから、新規申請手続きを行ってください。 

  なお、PECSを介して取得した単位のみで新規申請をする場合、「手帳の単位」欄には、数字の入力を 

しないで下さい。 

■ 新規申請方法の手順はこちら →

更新申請 手順 
認定期間（３年間）が切れる約 2ヶ月前に、PECSに登録されているメールアドレス宛てに PECSから連絡 

が届きます。 

更新申請受付期間以外には更新手続きは出来ません。（更新ボタンが表示されません） 

受付期間（認定期限の 2ヶ月前から 3ヶ月後まで）に更新手続きを行って下さい。 

更新のお知らせが届いたら、次の確認事項を確認してから、PECSの認定申請をして下さい。 

※ 開く際は、この説明文をダウン
　 ロードしてからご覧ください。

※ 開く際は、この説明文をダウン
　 ロードしてからご覧ください。




PECS移⾏に伴う主な変更点（研修認定薬剤師の認定申請関係）
項⽬ 2021年12⽉まで 2022年１⽉11⽇から 図１


申請⽅法 申請書（書⾯）を送付 PECS利⽤（電⼦的申請） PECSにおける年間の区切り（新規） 2022年１⽉11⽇から


住所地の都道府県研修協議会宛


認定審査料の⽀払 あらかじめ郵便振替で⼊⾦ PECSで提⽰された⽅法で決済  １年⽬  ２年⽬  ３年⽬  ４年⽬


受領証(写)を申請書類に添付 クレジット払⼜はコンビニ払


薬剤師研修⼿帳⼜は研 申請書と同時に送付 PECSで必要事項⼊⼒終了後、


修受講シール整理表 送信されるメールを印刷し、


それとともに送付 認定申請⽇


送付先 住所地の都道府県研修協議会宛 ⽇本薬剤師研修センター宛 認定申請⽇から、時の流れを遡って、１年ごとに区切る


年間の区切 新規 最初の単位取得⽇から起算 認定申請⽇(注)から１年ずつ遡って起算 この場合、申請⽇が半年遅れると、区切りも半年分後ろへ移動する


（図１を参照）  １年⽬  ２年⽬  ３年⽬  ４年⽬


更新 認定期間の初⽇から起算 認定期間の初⽇から起算（変更なし）


（図２を参照）


認定開始⽇ 新規 申請者の希望⽇ 審査が終了し、認定された⽇


更新 認定期間終了⽇の翌⽇ 認定期間終了⽇の翌⽇（変更なし） 認定申請⽇


更新申請期間 認定期間終了⽇の 認定期間終了⽇の 申請が遅れた場合、この部分の取得単位は申請に使⽤できなくなる


 ２か⽉前から１か⽉後まで  ２か⽉前から３か⽉後まで


認定を受けたことのあ （規定なし） 認定期間終了⽇の３か⽉後の翌⽇か 新規認定申請に必要な単位数を取得したら、早期に申請することが肝要です。


る者が再び新規認定申 ら申請可能（認定期間中及び認定期


請する場合 間終了後３か⽉までは申請不可） 図２


認定薬剤師カード 認定申請との同時申込み可能 認定申請とは別に申込み PECSにおける年間の区切り（更新） 変更なし


（IDカード）の申込 （新規申請の場合は認定されてから）


注：認定申請⽇は、認定申請⼿続きをPECSで⾏った⽇です。 １年⽬ ２年⽬ ３年⽬


この表は、変更点の主なものを掲げています。


認定申請必要単位数（新規40単位、更新30単位）、認定期間（新規、更新とも３年間）、


更新に必要な年間最低取得単位数（毎年５単位）など、変更のないものもあります。  新規（あるいは更新）認定⽇





添付ファイル
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研修認定薬剤師 新規申請の⼿順


１．薬剤師研修・認定電⼦システムにログインして下さい。
こちらをクリックして下さい。


こちらをクリックして下さい。


以下の画⾯が表⽰されます。


注意！
ＰＥＣＳでの申請は、必ず以下のものが揃った後
で⾏って下さい。また、ＰＥＣＳを介して取得し
た単位が反映されていることも確認して下さい。
−申請前に揃えていただくもの−
・受講シールを貼付し、必要事項を記載した薬剤
師研修⼿帳（または研修受講シール整理表）
※受講シールは、必ず薬剤師研修⼿帳（また
は研修受講シール整理表）に受講年⽉⽇、主
催名等必要事項を記載の上、貼付して下さい。


・他の認定制度の証明⽂書、期間延⻑受理書など
の書類（送付が必要な⽅のみ）


申請に必要な単位数が揃っていない場合や、受講
シール・他の認定制度の証明⽂書（提出が必要な
⽅のみ）など、請求中で⼿元に届いていない場合、
またＰＥＣＳでの取得単位が反映されていない場
合は⼿続きを⾏わないで下さい。申請に必要なも
のは、ＰＥＣＳでの申請後、⼀週間以内に当財団
宛にお送りいただくことになります。
また、以上のものに加え、ＰＥＣＳ申請後に当財
団より送信する受付完了メールを印刷したもの
（Ａ４サイズ程度の⽤紙に、必要事項を記載した
ものでも可）を必ず同封して下さい。







ご⾃⾝のユーザＩＤとパスワードでログインしてください。
（新規登録を⾏っていない場合には、「新規登録の⽅はこちら」からお願いします。
 新規登録の⽅法は、https://www.jpec.or.jp/download/pecs_new_entry202103.pdf
 をご参照ください。）


２．薬剤師研修・認定電⼦システムにログイン後、以下の画⾯が表⽰されます。


こちらをクリックして下さい。







３．研修認定薬剤師 新規を選択して下さい。


こちらをクリックして下さい。
−


注意！
現在、認定は有しているが、更新申請に必要な単数を取得できなかった⽅は、再度新規分として申請することになります。新規として再度申請可能
な時期は、現在の認定期限を３ヵ⽉経過してからになります。３ヵ⽉が経過すると、「新規」のボタンをクリックできるようになります。
※現在、特例措置を設けています、再度新規申請を希望される⽅は、https://www.jpec.or.jp/download/shinkiryuuijikou.pdfを確認して下さい。







４．ＰＥＣＳを介して取得した単位の表⽰


ＰＥＣＳを介して取得した単
位（具体的には２０２２年４
⽉１⽇以降に参加された研修
の単位）については、左図の
ように表⽰されます。申請に
算⼊しない場合は、
「使⽤しない」のラジオボタ
ンを押下して下さい。
ＰＥＣＳを介して取得した単
位がない場合は、左図のよう
な表⽰は出ません。


注意！
ＰＥＣＳを介して取得された単位がシステム上に反映される期間は以下のとおりです。
・集合研修（QRコードで受付されたもの） 1週間後に反映
・学術集会（QRコードで受付されたもの） 1週間後に反映
・ウエブ利⽤研修（集合研修即時配信） 1か⽉後に反映
・ウエブ利⽤研修（学術集会） 1か⽉後に反映
・e‐ラーニング 受講した⽉の翌々⽉までに反映 （例：4⽉中に受講した単位は、まとめて4/30取得分となり、6⽉末までに反映されます。）
・⾃⼰研修、学術集会等発表（講師含む）、学術雑誌論⽂掲載は、審査には2か⽉程度かかります。受理されたら、それぞれの申請を出された⽇での取得単位となりま
す。







５．シールでの単位取得数を⼊⼒して下さい。 ⼿帳または整理表に貼付した単位は、以下
の表のとおり、集合研修または⾃⼰研修の
どちらかに分類し、合算して下さい。
合算の結果、⾃⼰研修欄の単位数が５単位
を超えていてもそのまま⼊⼒して下さい。


⼊⼒欄 集合研修 ⾃⼰研修
⼿帳に貼付した単位


集合研修 ○
実習研修 ○
通信講座研修 ○
⾃⼰研修 ○
グループ研修 ○


６．１年⽬〜４年⽬の期間と単位数を確認して下さい。


研修⼿帳または整理表に貼付した単位数を⼊⼒して下さい。
・新規申請に必要な単位数は、40単位以上です。
・１年⽬〜４年⽬の区分は、申請を⾏っている⽇（本⽇）か
ら１年１年さかのぼります。
（例）２０２２年５⽉１６⽇に申請を⾏った場合
１年⽬：２０１８年５⽉１７⽇〜２０１９年５⽉１６⽇
２年⽬：２０１９年５⽉１７⽇〜２０２０年５⽉１６⽇
３年⽬：２０２０年５⽉１７⽇〜２０２１年５⽉１６⽇
４年⽬：２０２１年５⽉１７⽇〜２０２２年５⽉１６⽇


単位数を⼊⼒後、必ず「計算」をクリックして下
さい。クリックすると次項６で⽰す表にＰＥＣＳ
を介して取得された単位、シールで取得された単
位、が反映されます。


2018/5/17〜2019/5/16


2019/5/17〜2020/5/16


2020/5/17〜2021/5/16


2021/5/17〜2022/5/16


5


７


3


10


右にスクロールすると、１〜４年⽬の期間が表⽰されます。


(7)


(10)


(8)


7


10


8
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60 単位数を確認して下さい。 「次へ」をクリックして下さい。


10


20


ＰＥＣＳを介して取得し
た単位が表⽰されます。


60







７．必要事項を⼊⼒して下さい。


研修太郎


※１


ホームページ上の名前掲載希望は、
次の認定申請時まで変更できません。


注意！
⽒名、住所ともに申請後の変更はできません。
姓が変更になっている場合は、先に「個⼈情報変更」メニューより変更して下さい。申請後の変更は反映しておらず、このページの情報にて認定証の印刷、送付を⾏います。


認定証の⽒名は申請時にＰＥＣＳに登録さ
れている⽒名になります。


名前で、機種依存⽂字を使⽤される場合は、申請⼿続き
を開始する前に、予め、正しいお名前を記載したPDF


ファイルを準備してください。
種依存⽂字かどうかが分からない場合でも、⼀点之繞と
⼆点之繞などの違いが気になるときは、PDFファイルを
作成して、「正式な⽒名」に添付してください。
（例：髙、﨑、圡、𠮷、䑺、⻆、𫞏、鄭、祐、祐、鰝、
馰など）。
機種依存⽂字を使⽤しない場合は、添付の必要はありま
せん。


認定証の送付先になります。
ＰＥＣＳ登録住所を表⽰してい
ますので、これ以外の住所に送
付を希望する場合は、変更して
下さい（後⽇の変更はできませ
ん）。







⽀払い⽅法を選択後、「次へ」をクリックして下さい。
審査料は１１，０００円です。


審査料の⽀払⽅法を選択して下さい。


注意！
当財団独⾃の領収書は発⾏いたしません。利⽤されたクレジット会社の利⽤明細、
またはコンビエンスストアで発⾏された領収書を以て当財団の領収書とします。
クレジットカードを利⽤された場合、認定証が交付されましたら、認定証とクレ
ジットカードの利⽤明細を組み合わせ、審査料が⽀払われたことの確証として下
さい。申請後、審査料⽀払い⽅法の変更はできません。
（参考）特定商取引法に基づく表記
http://www.jpec.or.jp/information/law.html


注意！
クレジットカード決済の場合には、
ブラウザーの戻るボタンは使⽤しな
いでください。決裁エラーになる可
能性があります。







・⽣涯学習⾃⼰診断⼊⼒を⾏って下さい。
・⼊⼒は必須です。ただし、点数の⼤⼩が認定審査に影響することはありません。
・現在薬剤師として勤務していない⽅は、前職や、今後就く勤務先を想定して⼊⼒して下さい。


全て⼊⼒・計算後、「次へ」をクリックして下さい。


全項⽬について、⼊⼒して下さい。


⼊⼒後、「計算」をクリックして下さい。


3


2


5







８．⼊⼒した情報を確認して下さい。


クレジットの⽅は⼊⼒画⾯があります。最後まで⼊⼒情報を確認して下さい。


7 (7)


10 (10)


8 (8)


15 (15)20 35
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９．「申請」をクリックして下さい。


１０．⼿帳または必要物の送付
  ⽀払⼿続き完了後、「研修認定薬剤師制度 認定申請の受付完了について」メールが送信されます。申請にはメールに記載
  された情報が必要です。案内に則り、研修⼿帳や認定申請時に提出が規定されている書類を送付して下さい。
  送付物に不備があった場合は不許可になります。審査料の返⾦はできません。
  また、送付後、不備が発覚したとしても追加の送付は受付ません。


確認後、「申請」をクリックして下さい。
申請ボタンをクリックすると、申請が完了し、変更
や、取消はできません。申請条件を満たしているか
確認して下さい。


【⼿帳等必要物の送付先】


公益財団法⼈⽇本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師認定申請受付 担当宛


〒105‐0003 東京都港区⻄新橋２丁⽬３−１ マークライト⻁ノ⾨６階


・クレジットの場合は、即時決済です。「申請」を押すと⼿続きが終了します。
・コンビニ決済を選択された場合は表⽰している「⽀払期限⽇」までに指定したコンビニで⽀払って下さい。
・コンビニ決済の際には、「決済ベンダ受付番号」（⼊⾦⽤の番号）が必要です。これらはメールで⾃動通
知されますが、分からなくなっても再通知することはできません。画⾯を印刷して下さい。
コンビニ決済で、⽀払期限⽇までに⽀払いができなかったときは、申請は無効になります（復活できません）。
・お⽀払いいただいた審査料は返却いたしません。


訂正する場合は、「戻る」をク
リックして下さい。







１１．認定薬剤師カード（ＩＤカード）について
認定薬剤師カード（ＩＤカード）は認定が確定した後、別途の申込みになります。認定申請と同時に申し込むことは出来ません。
認定確定後、ＰＥＣＳにログインし、「ＩＤカード発⾏申請」から申し込みを⾏って下さい。


認定確定後、こちらをクリックして下さい。


認定薬剤師カード（ＩＤカード）は申込⽇における認定情報で作成します。
このため、新たな認定期間の認定薬剤師カード（ＩＤカード）の作成を希望する場合は、必ず認定確定
メールまたは認定証到着後に申し込みを⾏って下さい。





添付ファイル
3.研修認定薬剤師新規申請の手順.pdf



確認事項 ① 申請に必要な単位を取得していること。 

●他の認定制度（薬剤師認定制度認証機構の認証を受けた認定制度で研修センター以外のもの）

のシール（単位）の取り扱い：必要単位数の５割（認定の更新取得に必要な単位数３０単位

のうち１５単位までを上限）

●単位が足りず更新申請ができない場合は、再び新規認定申請することになります。その場合は、

認定期間終了日の 3 ヶ月後の翌日から申請が可能となります（認定期間中及び認定期間 3 ヶ月

までは新規の申請不可）

確認事項 ② 2022年 3月 31日までの単位（受講シール）は、必ず日本薬剤師研修センター発行の「研修 

手帳」または「研修認定薬剤師研修受講シール整理表」に受講年月日、主催者等必要事項を 

記載の上、貼付していること。 

確認事項 ③ 他の認定単位（シール）を使用される場合、シール一枚につき、一通の証明文書が必要に 

      なります。 

 《注意》 

2022年 4月 1日以降の単位は、PECSでの新規申請手続きの際、「使用する」を選択してください。 

  この操作を行わない場合には、その単位は計算できません。 

  認定申請に利用する単位がすべて、PECS上に反映されてから、更新申請手続きを行ってください。 

■ 更新申請方法の手順はこちら →

■ 認定期間延長のお届けをされた方へ →

自己研修や講師等の単位申請について 
  講師等（自己研修含む）の単位申請に関しても、各自 PECSでの手続きが必要です。 

※講師の単位申請には条件があります。 

・講義時間が３０分以上のもののみ。 

・講義内容についても制限が設けられていますので、ご注意ください。 

申請料  ⇒ 一律 1,100円

審査期間 ⇒ 申請登録と申請料納入完了後、2か月程かかります。 

  ＊審査承認通知は PECSで登録されたメールアドレスへ送信されます。 

※なお、申請は講習会終了後に行ってください。事前の申請は単位として認められません。 

■ 詳細や申請方法はこちら →

※ 開く際は、この説明文をダウン
　 ロードしてからご覧ください。

※ 開く際は、この説明文をダウン
　 ロードしてからご覧ください。




研修認定薬剤師 更新申請の⼿順


１．薬剤師研修・認定電⼦システムにログインして下さい。 こちらをクリックして下さい。


こちらをクリックして下さい。


以下の画⾯が表⽰されます。


注意！
ＰＥＣＳでの申請は、必ず以下のものが揃った後
で⾏って下さい。また、ＰＥＣＳを介して取得し
た単位が反映されていることも確認して下さい。
−申請前に揃えていただくもの−
・受講シールを貼付し、必要事項を記載した薬剤
師研修⼿帳（または研修受講シール整理表）


※受講シールは、必ず薬剤師研修⼿帳（また
は研修受講シール整理表）に受講年⽉⽇、主
催名等必要事項を記載の上、貼付して下さい。


・他の認定制度の証明⽂書、期間延⻑受理書など
の書類（送付が必要な⽅のみ）


申請に必要な単位数が揃っていない場合や、受講
シール・他の認定制度の証明⽂書（提出が必要な
⽅のみ）など、請求中で⼿元に届いていない場合、
またＰＥＣＳでの取得単位が反映されていない場
合は⼿続きを⾏わないで下さい。申請に必要なも
のは、ＰＥＣＳでの申請後、⼀週間以内に当財団
宛にお送りいただくことになります。
また、以上のものに加え、ＰＥＣＳ申請後に当財
団より送信する受付完了メールを印刷したもの
（Ａ４サイズ程度の⽤紙に、必要事項を記載した
ものでも可）を必ず同封して下さい。







ご⾃⾝のユーザＩＤとパスワードでログインしてください。
（新規登録を⾏っていない場合には、「新規登録の⽅はこちら」からお願いします。
 新規登録の⽅法は、https://www.jpec.or.jp/download/pecs_new_entry202103.pdf
 をご参照ください。）


２．薬剤師研修・認定電⼦システムにログイン後、以下の画⾯が表⽰されます。


こちらをクリックして下さい。


注意！
・新規登録後、現在所有されている認定情報がＰＥＣＳに移⾏されるまで2⽇程度か
かります。このため更新申請は新規登録後から3⽇以上経過した後、更新ボタンが表
⽰されている事を確認してから、更新申請を⾏ってください
・薬剤師名簿登録番号、薬剤師名簿登録年⽉⽇、⽣年⽉⽇が正しく⼊⼒されていない
場合、認定情報が正確に移⾏されないのでご注意下さい。







３．研修認定薬剤師 更新を選択して下さい。


こちらをクリックして下さい。−


注意！
１．更新申請受付期間は、認定期限の２ヵ⽉前から３ヵ⽉後までです（上記例の場合は、２０２２年３⽉１６⽇から２０２２年８⽉１５⽇まで）。受付期間外
は、「更新」の表⽰は出ません。
２．現在の認定期間中に、更新申請に必要な単位が取得できなかった場合、再度、新規分として申請することになります。
新規として再度申請可能な時期は、現在の認定期限を３ヵ⽉経過してからになります（上記例の場合は、２０２２年８⽉１６⽇から）。
※現在、特例措置を設けています、再度新規申請を希望される⽅は、https://www.jpec.or.jp/download/shinkiryuuijikou.pdfを確認して下さい。


2022/5/15







４．ＰＥＣＳを介して取得した単位の表⽰


ＰＥＣＳを介して取得した単
位（具体的には２０２２年４
⽉１⽇以降に参加された研修
の単位）については、左図の
ように表⽰されます。申請に
算⼊しない場合は、
「使⽤しない」のラジオボタ
ンを押下して下さい。
ＰＥＣＳを介して取得した単
位がない場合は、左図のよう
な表⽰は出ません。


注意！
ＰＥＣＳを介して取得された単位がシステム上に反映される期間は以下のとおりです。
・集合研修（QRコードで受付されたもの） 1週間後に反映
・学術集会（QRコードで受付されたもの） 1週間後に反映
・ウエブ利⽤研修（集合研修即時配信） 1か⽉後に反映
・ウエブ利⽤研修（学術集会） 1か⽉後に反映
・e‐ラーニング 受講した⽉の翌々⽉までに反映 （例：4⽉中に受講した単位は、まとめて4/30取得分となり、6⽉末までに反映されます。）
・⾃⼰研修、学術集会等発表（講師含む）、学術雑誌論⽂掲載は、審査には2か⽉程度かかります。受理されたら、それぞれの申請を出された⽇での取得単位となりま
す。
研修認定薬剤師のご申請は、全ての単位がシステム上に反映された後に⾏って下さい。







５．シールでの単位取得数を⼊⼒して下さい。 ⼿帳または整理表に貼付した単位は、以下
の表のとおり、集合研修または⾃⼰研修の
どちらかに分類し、合算して下さい。
合算の結果、⾃⼰研修欄の単位数が５単位
を超えていてもそのまま⼊⼒して下さい。


⼊⼒欄 集合研修 ⾃⼰研修
⼿帳に貼付した単位


集合研修 ○
実習研修 ○
通信講座研修 ○
⾃⼰研修 ○
グループ研修 ○


６．１年⽬〜３年⽬の期間と単位数を確認して下さい。


単位数を確認して下さい。 「次へ」をクリックして下さい。


研修⼿帳または整理表に貼付した単位数を⼊⼒して下さい。
・更新申請に必要な単位数は、合計で３０単位以上、各年５
単位以上です。
・１年⽬〜３年⽬の区分は、現在の認定期間の認定開始⽇か
ら１年１年区切ります。
（例）２０１９年５⽉１６⽇から認定期間が始まっている


場合
１年⽬：２０１９年５⽉１６⽇〜２０２０年５⽉１５⽇
２年⽬：２０２０年５⽉１６⽇〜２０２１年５⽉１５⽇
３年⽬：２０２１年５⽉１６⽇〜２０２１年５⽉１５⽇


右にスクロールすると、１〜３年⽬の期間が表⽰されます。


30


ＰＥＣＳ稼働前に認定期間延⻑のお届けを出された⽅は、
「ＰＥＣＳ稼働前に認定期間延⻑のお届けを出された⽅へ」
をご確認下さい。


2019/5/16〜2020/5/15


単位数を⼊⼒後、必ず「計算」をクリックして下
さい。クリックすると次項６で⽰す表にＰＥＣＳ
を介して取得された単位、シールで取得された単
位、が反映されます。


2020/5/16〜2021/5/15


2021/5/16〜2022/5/1520 32
ＰＥＣＳを介して取得し
た単位が表⽰されます。


50


50







７．必要事項を⼊⼒して下さい。


研修太郎


※１


ホームページへの名前掲載希望は、
次の認定申請時まで変更できません。


認定証の送付先になります。
ＰＥＣＳ登録住所を表⽰してい
ますので、これ以外の住所に送
付を希望する場合は、変更して
下さい（後⽇の変更はできませ
ん）。


認定証の⽒名は申請時にＰＥＣＳに登録さ
れている⽒名になります。


名前で、機種依存⽂字を使⽤される場合は、申請⼿続き
を開始する前に、予め、正しいお名前を記載したPDF


ファイルを準備してください。
種依存⽂字かどうかが分からない場合でも、⼀点之繞と
⼆点之繞などの違いが気になるときは、PDFファイルを
作成して、「正式な⽒名」に添付してください。
（例：髙、﨑、圡、𠮷、䑺、⻆、𫞏、鄭、祐、祐、鰝、
馰など）。
機種依存⽂字を使⽤しない場合は、添付の必要はありま
せん。


注意！
⽒名、住所ともに申請後の変更はできません。
姓が変更になっている場合は、先に「個⼈情報変更」メニューより変更して下さい。申請後の変更は反映しておらず、このページの情報にて認定証の印刷、送付を⾏います。







審査料の⽀払⽅法を選択して下さい。


⽀払い⽅法を選択後、「次へ」をクリックして下さい。
審査料は１１，０００円です。


注意！
当財団独⾃の領収書は発⾏できません。利⽤されたクレジット会社の利⽤明細、
またはコンビエンスストアで発⾏された領収書を以て当財団の領収書とします。
クレジットカードを利⽤された場合、認定証が交付されましたら、認定証とクレ
ジットカードの利⽤明細を組み合わせ、審査料が⽀払われたことの確証として下
さい。申請後、審査料⽀払い⽅法の変更はできません。
（参考）特定商取引法に基づく表記
http://www.jpec.or.jp/information/law.html


注意！
クレジットカード決済の場合には、
ブラウザーの戻るボタンは使⽤しな
いでください。決裁エラーになる可
能性があります。







・⽣涯学習⾃⼰診断⼊⼒を⾏って下さい。
・⼊⼒は必須です。ただし、点数の⼤⼩が認定審査に影響することはありません。
・現在薬剤師として勤務していない⽅は、前職や、今後就く勤務先を想定して⼊⼒して下さい。


全て⼊⼒・計算後、「次へ」をクリックして下さい。


全項⽬について、⼊⼒して下さい。


⼊⼒後、「計算」をクリックして下さい。


3


2
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８．⼊⼒した情報を確認して下さい。


クレジットの⽅は⼊⼒画⾯があります。最後まで⼊⼒情報を確認して下さい。


7 (7)


10 (10)


8 (8)


15 (15)
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確認後、「申請」をクリックして下さい。
申請ボタンをクリックすると、申請が完了し、変更
ができません。申請条件を満たしているか確認して
下さい。







9．「申請」をクリックして下さい。


１０．⼿帳または必要物の送付
  ⽀払⼿続き完了後、「研修認定薬剤師制度 認定申請の受付完了について」メールが送信されます。申請にはメールに記載
  された情報が必要です。案内に則り、研修⼿帳や認定申請時に提出が規定されている書類を送付して下さい。
  送付物に不備があった場合は不許可になります。審査料の返⾦はできません。
  また、送付後、不備が発覚したとしても追加の送付は受付ません。


【⼿帳等必要物の送付先】


公益財団法⼈⽇本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師認定申請受付 担当宛


〒105‐0003 東京都港区⻄新橋２丁⽬３−１ マークライト⻁ノ⾨６階


訂正する場合は、「戻る」をクリッ
クして下さい。


・クレジットの場合は、即時決済です。「申請」を押すと⼿続きが終了します。
・コンビニ決済を選択された場合は表⽰している「⽀払期限⽇」までに指定したコンビニで⽀払って下さい。
・コンビニ決済の際には、「決済ベンダ受付番号」（⼊⾦⽤の番号）が必要です。これらはメールで⾃動通
知されますが、分からなくなっても再通知することはできません。画⾯を印刷して下さい。
コンビニ決済で、⽀払期限⽇までに⽀払いができなかったときは、申請は無効になります（復活できません）。
・お⽀払いいただいた審査料は返却いたしません。


確認後、「申請」をクリックして下さい。
申請ボタンをクリックすると、申請が完了し、変更
や、取消はできません。申請条件を満たしているか
確認して下さい。







１１．認定薬剤師カード（ＩＤカード）について
認定薬剤師カード（ＩＤカード）は認定が確定した後、別途の申込みになります。認定申請と同時に申し込むことは出来ません。
認定確定後、ＰＥＣＳにログインし、「ＩＤカード発⾏申請」から申し込みを⾏って下さい。


認定確定後、こちらをクリックして下さい。


認定薬剤師カード（ＩＤカード）は申込⽇における認定情報で作成します。
このため、新たな認定期間の認定薬剤師カード（ＩＤカード）の作成を希望する場合は、必ず認定確定
メールまたは認定証到着後に申し込みを⾏って下さい。
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認定期間延⻑のお届けを出された⽅へ


ＰＥＣＳ稼働前に認定期間延⻑のお届けを出された⽅は、以下の点についてご注意下さい。


単位⼊⼒時には、「期間延⻑受理後の認定期間」に則り、取得単位数を⼊⼒して下さい。


（例）元々の認定期間が、２０１８年１⽉１６⽇〜２０２１年１⽉１５⽇の⽅で、1年⽬を１年間延⻑した場合。


元々の認定期間 期間延⻑受理後の認定期間
１年⽬ ２０１８年１⽉１６⽇〜２０１９年１⽉１５⽇ ２０１８年１⽉１６⽇〜２０２０年１⽉１５⽇
２年⽬ ２０１９年１⽉１６⽇〜２０２０年１⽉１５⽇ ２０２０年１⽉１６⽇〜２０２１年１⽉１５⽇
３年⽬ ２０２０年１⽉１６⽇〜２０２１年１⽉１５⽇ ２０２１年１⽉１６⽇〜２０２２年１⽉１５⽇


ＰＥＣＳ上の期間表⽰にかかわらず、期間延⻑を受理した
期間（受理書に記載しています）で単位を計算し、⼊⼒し
て下さい。


元々は上記期間で延⻑された⽅も、ＰＥＣＳでは、⼀律３年⽬の期間が延⻑された形で表⽰されます。


右にスクロールすると、１〜３年⽬の
期間が表⽰されます。


2018/1/16〜2019/1/15


2019/1/16〜2020/1/15


2020/1/16〜2022/1/15


ＰＥＣＳにおいては、⼀律３年⽬
が延⻑された形で表⽰されますが、
取得単位の確認は、
・ＰＥＣＳ稼働前にお送りした期
間延⻑受理書に則り計算します。


なお、申請の際は、必要物の他、
期間延⻑受理書の写しを同封して
下さい。
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【注意】「薬剤師研修・認定電子システム」（以下「PECS」といいます）に個人情報を登録している


ことが必要です。一旦、申請され審査中となったものの修正はお受けできません。十分確認の上、


申請してください。 


なお、申請にあたって、特に下記事項にご留意ください。 


・申請可能な範囲は、下記のとおりです。 


 ①自己研修：教材を利用して、個人による学習又は複数人による学習会として行い、その結果を各個


人が自己研修報告書として提出するもの。 


 自己研修の教材は、薬学、薬事若しくは薬剤師業務に関する書籍、DVD（テレビ放映番組は含まな


い。）又は学会誌（ただし、集合研修、ウエブ利用研修（集合研修即時配信）又はe-ラーニング研修


のテキスト及び学術集会又はウエブ利用研修（学術集会）の要旨集は含まない。）。このほか、当財


団の研修認定薬剤師制度の研修会実施機関として登録されていない団体が行う学術集会の要旨集とし


ます。 


 また、複数人による学習会及び説明者の説明の下に行う施設等の見学（ただし、当財団の研修認定薬


剤師制度の研修会実施機関が行う学習会及び見学を除く。）は、自己研修として申請することができ


ます。 


 ②学術集会等発表：学術集会（学会名鑑掲載の学会）における発表者（共同発表者は除く）。 


 ③学術雑誌論文掲載：学会誌（学会名鑑掲載の学会）に筆頭執筆者として掲載されたもの。 


 ④講師：講義時間が30分以上のものに限ります。 


 なお、上記、②、③、④の報告にあたっては、申請時から遡って4年以内のものとします。 


・審査により合格と判断された後、１報告書につき１単位とし、 申請日付けで単位付与となります。 


・審査料は、1申請（1報告書）あたり一律1,100円（税込）です。 


・審査にあたっては、申請登録と審査料納入完了後、2ヶ月程度はお待ちください（審査結果メールが


送信されます。審査結果を確認してください）。  


・次に掲げるものは認められません。  


 ①明らかに、薬学、薬事又は薬剤師に関わらない内容のもの 


 ②物品の宣伝・販売に関するもの 


 ③物品の販売促進方法に関するもの 


 ④ゲーム的要素を取り入れたもの 


 ⑤特別な物品等を購入しなければ、研修内容を実践できないもの 


 ⑥書籍、説明書、概要書などに記載されている事項についての単なる紹介又は解説に過ぎないもの 


 ⑦内容が会議的要素の強いものあるいは情報共有を目的とするもの 


 ⑧団体の概要説明・活動紹介、団体からの連絡事項など情報の伝達に過ぎないもの 


 ⑨語学研修 


※次ページからのサンプル画面を参照し、申請してください。 


「薬剤師研修・認定電子システム」（通称：PECS）による 


自己研修等の単位請求方法について 







PECSに個人情報を登録（1回のみ）していない方は下記サイトから登録して下さい。 


登録済の方は次頁（単位請求手順）へ進んで下さい。 


当財団ホームページの右上「薬
剤師研修支援システム」を押下
して下さい。 


「薬剤師のPECS登録・ログインは
こちらから」の「薬剤師用入口」を
押下して下さい。 


登録方法の詳細については「登録方
法（PDF）」で確認できます。 


「新規登録の方はこちらから」から登録して下
さい。 


【注意１】ユーザIDやパスワードは当財団に問
い合わせされましてもお答えできません。これ
らは紛失したり忘れたりしないよう厳重に管理
して下さい。 


【注意2】登録するメールアドレスについて
は、当財団から送信されるメール（＠以下が
「jpec.or.jp」となっているメール）を確実に受
信できる設定にして下さい。理由に依らず、
メールを確認されなかった場合に生じた不都合
に対して、当財団では責任を負いません。 







①PECSの自身のページにログインし、


「レポート提出」を押下して下さい。 


②提出手順をよく読み、「報告の種類」から
単位請求しようとしている分類を選択して下
さい。分類は以下の通りです。どれに該当す
るかは、自身で各制度の実施要領を確認し、
判断して下さい。 
選択した種類のテンプレートをダウンロード
して下さい。 
 
＜研修認定薬剤師制度の単位として申請するもの＞ 
様式50_研修認定 自己研修報告 
様式51_研修認定 学術集会等発表 
様式52_研修認定 学術雑誌論文掲載 
様式53_研修認定 講師 
 
＜漢方薬・生薬認定薬剤師制度の単位として申請する 
 もの＞ 
様式60_漢方・生薬認定 自己研修報告 
様式61_漢方・生薬認定 学術集会等発表 
様式62_漢方・生薬認定 学術雑誌論文掲載 
様式63_漢方・生薬認定 講師 


＜単位請求手順＞ 


よく読む！ 


【注意】誤った種類を選択したり様式を誤ったりした場合、単位交付は認められません。 
 また、一旦、研修認定薬剤師制度の単位として申請し、単位交付されたものを、後に漢方薬・生薬  
 認定薬剤師制度の単位に変更すること、その逆の場合も受け付けられません。ご自身で各制度の実


施要領をよく確認して下さい。またテンプレート（様式）は変更される場合もありますので、テン
プレートは単位請求の都度ここからダウンロードするようにして下さい。 


③作成した報告書をPDF化して下さい。左の例は


WindowsのパソコンでWordで作成した報告を


PDF化する例です。 


「印刷」で「Microsoft Print to PDF」を選択


し、「印刷」を押下して下さい。ファイルはデスク


トップなど任意の場所に保管して下さい。なお、


ファイルサイズは1Mに収める必要があります。 


様式51、52、53及び様式61、62、63の場合は


次に記載するPDFファイルも準備し、１つのPDF


にまとめて下さい。（ファイルサイズは1Mに収め


るようにして下さい） 


 







＜様式50、60の場合の記載事項の留意点＞ 


＊特に「教材の名称及びその発行者名」欄の記載は必須です。記載がない場合は不合格となり
ます。 


 学習会の場合は、「教材の名称及びその発行者名」欄に、開催場所及び学習会の主宰者名、
見学の場合は、「教材の名称及びその発行者名」欄に、見学した施設の名称並びに説明者名
及びその所属を記載してください。 


＜様式51、52、53及び様式61、62、63の場合に付すPDFについて＞ 


＊ファイルサイズを1M以内にする必要があるため、カラーの必要はありません。添付がない
場合は不合格となります。 


【様式51、61の場合】当該学術集会の要旨集（学術集会名、開催日および筆頭発表者である
ことが判る発表要旨。当該学術集会に係るホームページからダウンロードして印刷したもの
を含む ）若しくは、開催日および演題が判る主催者発行の発表証明書 


【様式52、62の場合】学会誌の表紙・奥付および当該論文の最初のページ（但し、論文表
題、筆頭者としての自身の名前およびサマリーが記載されていることが必要） 


【様式53、63の場合】当該集合研修会の研修会名、開催日、講演時間、演題及び講師である
ことが判るもの。当該集合研修会に係るホームページからダウンロードして印刷したものを
含む 。若しくは、開催日および講演時間、演題が判る主催者発行の講師証明書  


※作成した報告書をPDF化した際に、万一、複数のPDFに分かれてしまった場合、１つの


PDFにまとめる方法としては、無料のPDF結合ソフトがありますので、自身でホームペー


ジ等でご確認の上、対応してください。なお、PDFの合計ファイルサイズは1Mに収めるよ


うにして下さい。 


④改めてPECSの自身のページにロ
グインし、手順②と同じページを開
いて下さい（「報告の種類」を間違
えないように！） 
「表題」には様式に記載した表題と
同じ表題を記入し、「ファイルの選
択」で自身で作成・保存したPDF
ファイルを選択して下さい。 


画面をスクロールし、申請料の支払
い方法を選択し、「次へ」を押下し
て下さい。 


スクロール 


間違えないように！ 







⑤確認画面が表示されます。画面下の 


「申請」を押下して下さい。 


⑥右図のような画面になります。クレジット


の場合は即時決済です。コンビニ決済を選択


された場合は表示されている「支払期限日」


までに指定したコンビニでお支払い下さい。 


コンビニ決済の際には表示されている「受付番号」が必要です。これらはメールでも自動通知


されますが、分からなくなっても再通知することはできませんので、念のためにこの画面も印


刷するなど各自対応して下さい。 


⑦支払いが完了すると左図のようなメールが自動送信


されます。但しコンビニ決済の場合、メール送信まで


相当日数を要する場合があります。その間入金状況を


問合せされてもお答えできませんのでご了承下さい。 


審査結果は下のようなメールで自動通知されます（審


査の進捗状況は次の方法で確認できますので、個別に


お問い合わせされてもお答えは致しません）。 







＜審査進捗状況確認手順＞ 


⑧PECSの自身のページにログインし、「受講履


歴一覧」を押下、「研修会種別」で、②で選択し


た種類と同じ種別を選択し、画面下の「検索」を


押下して下さい。 


進捗状況はここに表示
さ れ ま す。「合 格」の
場合に単位付与されて
います。 


単位付与日はここに


表示されている日付


（報告書提出日）に


なります。発表日、


論文掲載日、学習し


た日、研修会に参加


した日などではあり


ません。 
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研修認定薬剤師 認定薬剤師カード（ＩＤカード）発行申請について 

新たな認定期間の認定薬剤師カード（ＩＤカード）の作成を希望する場合は、必ず認定確定メール 

または認定証到着後に申し込んで下さい。 

■ 認定薬剤師カードの発行手順はこちら →

問い合わせ先 
ご不明な点がございましたら、下記、日本薬剤師研修センターの専用窓口までメールにて 

お問い合わせ下さい。 

お問い合わせの前に、日本薬剤師研修センターホームページに掲載されている「認定手続き 

等の電子化（お知らせ）」、「よくある質問」をよくお読み下さい。多く寄せられるご質問 

と回答も掲載されています。  

※記載されている内容については回答されませんので、ご注意下さい。 

日本薬剤師研修センターホームページ： https://www.jpec.or.jp/ 

《日本薬剤師研修センターPECS 専用窓口》 

  pecs-info@jpec.or.jp 

■お問い合わせに必要な情報

○必須 ①件名 ②お問い合わせの内容 ③氏名（フルネーム）と、氏名フリガナ

○任意 ①薬剤師免許番号

②郵便番号と住所（※勤務先の場合はその名称まで含めて記載してください）

③電話番号（※市外局番から、日中確実に連絡が取れる番号）

その他 
・京都府薬剤師会ホームページでは、会員専用サイト→生涯学習館例（PECS・JSHP等情報） 

→PECS情報 に主に日本薬剤師研修センターからの情報をピックアップして掲載しています。 

※ 開く際は、この説明文をダウン
　 ロードしてからご覧ください。

https://www.jpec.or.jp/
mailto:pecs-info@jpec.or.jp



研修認定薬剤師 認定薬剤師カード（ＩＤカード）発⾏申請の⼿順


・認定薬剤師カード（ＩＤカード）は申込⽇における認定情報で作成します。


・このため、新たな認定期間の認定薬剤師カード（ＩＤカード）の作成を希望する場合は、必ず認定確定メールまたは認定証到着後に申し込んで下さい。


・ID カードに記載するお名前に、機種依存⽂字を使⽤される場合には、予め、正しいお名前を記載したPDF ファイルをご準備ください
（例えば、髙や﨑、圡、𠮷、䑺、⻆、𫞏、鄭、祐、祐、鰝、馰などの⽂字です）。
機種依存⽂字かどうかが分からない場合でも、⼀点之繞と⼆点之繞などの違いが気になる⽅は、PDF ファイルを作成して、ID カード申請の際に添付
するようにしてください。


・予めID カードに印刷する顔写真（無帽、上半⾝、背景無地、サングラス不可）と、ご本⼈確認書類（証明証の写し）をJPEG ファイル（ファイル上限
1 メガバイト）でご準備ください。


・証明証の写し（以下のうちいずれか１つ）
○ 運転免許証の写し
○ ⽇本国旅券（写真が貼ってあるページ）の写し
○ 公の機関が発⾏した証明書等（写真が貼ってあるもの）の写し
（例：マイナンバーカードの写真が印刷されている側の写し）







薬剤師研修・認定電⼦システムにログインして下さい。 こちらをクリックして下さい。


こちらをクリックして下さい。


以下の画⾯が表⽰されます。







ご⾃⾝のユーザＩＤとパスワードでログインしてください。
（新規登録を⾏っていない場合には、「新規登録の⽅はこちら」からお願いします。
 新規登録の⽅法は、https://www.jpec.or.jp/download/pecs_new_entry202103.pdf
 をご参照ください。）


薬剤師研修・認定電⼦システムにログイン後、以下の画⾯が表⽰されます。


こちらをクリックして下さい。


注意！
・新規登録後、現在所有されている認定情報がＰＥＣＳに移⾏されるまで１⽇程度
かかります。このため申請は新規登録後から１⽇以上経過した後に⾏って下さい。
・薬剤師名簿登録番号、薬剤師名簿登録年⽉⽇、⽣年⽉⽇が正しく⼊⼒されていな
い場合、認定情報が正確に移⾏されないのでご注意下さい。







研修認定薬剤師のＩＤカード発⾏申請を選択して下さい。


こちらをクリックして下さい。


認定薬剤師カード（ＩＤカード）の送付
先になります。
ＰＥＣＳ登録住所を表⽰していますので、
これ以外の住所に送付を希望する場合は、
変更して下さい（後⽇の変更はできませ
ん）。


研修太郎


注意！
⽒名、住所ともに後⽇の変更はできません。
姓が変更になっている場合は、先に「個⼈情報変更」メニューより変更して下さい。このページの情報に
てIDカードの発⾏、送付を⾏います。







「顔写真」「証明書の写し」と、「正式な⽒名（必要な場合のみ）」を添付して下さい。


名前で、機種依存⽂字を使⽤される場合は、認定薬剤師カード申請⼿続きを開始する前に、予め、正
しいお名前を記載したPDFファイルを準備してください。
種依存⽂字かどうかが分からない場合でも、⼀点之繞と⼆点之繞などの違いが気になるときは、PDF


ファイルを作成して、「正式な⽒名」に添付してください。
機種異存⽂字を使⽤しない場合は、添付の必要はありません。（例：髙、﨑、圡、𠮷、䑺、⻆、𫞏、
鄭、祐、祐、鰝、馰など）
機種異存⽂字を使⽤しない場合は、添付の必要はありません。


注意！
当財団独⾃の領収書は発⾏できません。利⽤されたクレジット会社の利⽤明細、
またはコンビエンスストアで発⾏された領収書を以て当財団の領収書とします。
クレジットカードを利⽤された場合、認定薬剤師カード（ＩＤカード）が交付
されましたら、認定薬剤師カード（ＩＤカード）とクレジットカードの利⽤明
細を組み合わせ発⾏料が⽀払われたことの確証として下さい。お申込後、⽀払
い⽅法の変更はできません。
（参考）特定商取引法に基づく表記
http://www.jpec.or.jp/information/law.html


注意！
クレジットカード決済の場合には、ブラウザーの戻るボタンは
使⽤しないでください。決裁エラーになる可能性があります。







研修認定薬剤師のＩＤカード発⾏申請を⾏って下さい。


送付先を再度確認して下さい。
発⾏申請料は、１，５４０円です。


研修太郎







こちらをクリックして下さい。


クレジットの場合は、即時決済です。「申請」を押すと⼿続きが終了します。
コンビニ決済を選択された場合は表⽰している「⽀払期限⽇」までに指定したコンビニで⽀払って下さい。
コンビニ決済の際には、「決済ベンダ受付番号」（⼊⾦⽤の番号）が必要です。これらはメールで⾃動通知されますが、分から
なくなっても再通知することはできません。画⾯を印刷して下さい。
コンビニ決済で、⽀払期限⽇までに⽀払いができなかったときは、申請は無効になります（復活できません）。









添付ファイル
7.研修認定薬剤師認定薬剤師カード発行申請の手順.pdf




